
JP 2018-500396 A5 2018.5.31

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成30年5月31日(2018.5.31)

【公表番号】特表2018-500396(P2018-500396A)
【公表日】平成30年1月11日(2018.1.11)
【年通号数】公開・登録公報2018-001
【出願番号】特願2017-509595(P2017-509595)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  23/08     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   5/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ   23/08     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    5/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年4月16日(2018.4.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コアと、前記コアを囲む相変化材料（ＰＣＭ）層と、を含むケーブルであって、前記Ｐ
ＣＭ層は、ＰＣＭ組成物からなり、
　前記ＰＣＭ組成物は、ＰＣＭと、エチレンコポリマーと、を含み、且つ、前記コアは、
ヤーン、ストランド、又はワイヤーからなり、それぞれは、天然若しくは合成の重合性材
料又は金属から作製される、ケーブル。
【請求項２】
　前記ＰＣＭ組成物におけるエチレンコポリマーの量は、前記ＰＣＭ組成物の総重量に基
づいて、３０重量パーセント以下である、請求項１に記載のケーブル。
【請求項３】
　前記エチレンコポリマーは、エチレンビニルアセテートである、請求項１又は２に記載
のケーブル。
【請求項４】
　前記ヤーン、前記ストランド、又は前記ワイヤーは、ポリパラフェニレンテレフタルア
ミド（パラ－アラミド）から作製される、請求項１～３のいずれか一項に記載のケーブル
。
【請求項５】
　保護ポリマーの１つ以上の層（複数可）を更に含む、請求項１～４のいずれか一項に記
載のケーブル。
【請求項６】
　第１の層は、イオノマーとポリアミドのブレンドから作製され、且つ、第２の層は、グ
ラフト化又は非グラフト化ポリプロピレンホモポリマー、グラフト化又は非グラフト化ポ
リプロピレンコポリマー、ペルフルオロエチレン－プロピレンコポリマー、ペルフルオロ
アルコキシアルカンコポリマー、エチレンテトラフルオロエチレンコポリマー、エチレン
アクリレートゴム、及びそれらの２つ以上の組合せからなる群から選択されるポリマーか
ら作製される、保護ポリマーの２つの層を含む、請求項１～５のいずれか一項に記載のケ
ーブル。
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【請求項７】
　保護ポリマーの１つ以上の層は、５０～６００μｍの厚さを有する、請求項１～６のい
ずれか一項に記載のケーブル。
【請求項８】
　ＰＣＭの量は、前記ケーブルの総重量に基づいて、少なくとも７０重量パーセントであ
る、請求項１～７のいずれか一項に記載のケーブル。
【請求項９】
　前記ケーブルは、３～６ｍｍの直径を有する、請求項１～８のいずれか一項に記載のケ
ーブル。
【請求項１０】
　天然若しくは合成の重合性材料又は金属から作製される、ヤーン、ストランド、又はワ
イヤーからなるコアをもたらす工程と、
　前記コアに対してＰＣＭ組成物を押し出し成形する工程と、
　を含む、請求項１～９のいずれか一項に記載のケーブルを作製する方法。
【請求項１１】
　保護ポリマーの１つ以上の更なる層（複数可）を、前記ＰＣＭ組成物及び前記コアに対
して押し出し成形する工程を更に含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　更なる層は、前記ＰＣＭ組成物及び前記コアに対して押し出し成形された２つの層を含
み、第１の層は、イオノマーとポリアミドのブレンドから作製され、且つ、第２の層は、
グラフト化又は非グラフト化ポリプロピレンホモポリマー、グラフト化又は非グラフト化
ポリプロピレンコポリマー、ペルフルオロエチレン－プロピレンコポリマー、ペルフルオ
ロアルコキシアルカンコポリマー、エチレンテトラフルオロエチレンコポリマー、エチレ
ンアクリレートゴム、及びそれらの２つ以上の組合せからなる群から選択されるポリマー
から作製される、請求項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１３】
　熱管理における、請求項１～９のいずれか一項に記載のケーブルの使用。
【請求項１４】
　自動車産業における、請求項１～９のいずれか一項に記載のケーブルの使用。
【請求項１５】
　電気及び熱バッテリーにおける、請求項１～９のいずれか一項に記載のケーブルの使用
。
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